
消
防
団
入
退
団
式
を
開
催

令
和
６
年
度
を
新
体
制
で
ス
タ
ー
ト

令
和
６
年
度
新
入
団
員
一
覧

【
予
防
指
導
隊
】
鵜
飼
香
奈
子
【
第
一
分

団
】
石
川
陽
大
、
池
田
太
陽
、
佐
藤
颯
河

【
西
山
口
分
団
】
横
井
一
樹
、
山
田
誠
一
郎

【
上
内
田
分
団
】
菅
野
遼
、
堀
内
基
矢
【
掛

川
分
団
】
中
野
佑
太
朗
、
石
田
雅
人
、
及
川

潤
【
中
央
分
団
】
山
下
智
大
、
山
下
蓮
生
、

鶴
長
皓
【
掛
二
分
団
】
小
山
航
輝
、
木
村
拓

暉
、
高
鳥
雅
雄
、
村
松
健
太
【
東
山
口
分

団
】
山
﨑
啓
生
【
日
坂
分
団
】
安
達
大
翔
、

鈴
木
遼
太
【
東
山
分
団
】
落
合
慶
次
【
西
郷

分
団
】
粂
田
稀
雪
輝
、
中
村
龍
【
倉
真
分

団
】
松
浦
敏
克
、
佐
藤
渓
介
【
原
谷
分
団
】

富
井
柊
太
、
山
下
愛
斗
、
青
木
駿
、
小
澤
拓

真
、
富
井
翼
【
原
田
分
団
】
加
茂
賢
太
、
天

野
公
貴
【
曽
我
分
団
】
大
庭
祐
一
【
桜
木
西

分
団
】
小
田
治
親
【
和
田
岡
分
団
】
村
松
宏

飛
、
村
松
海
杜
、
落
合
望
【
大
東
第
一
分

団
】
松
下
敦
也
、
細
川
智
弘
、
小
林
祐
輝

【
大
東
第
二
分
団
】
水
野
翼
、
加
藤
聡
馬
、

大
澤
宗
也
、
石
川
健
太
郎
【
大
東
第
三
分

団
】
犬
塚
智
也
、
柴
田
善
司
、
平
野
紘
希
、

浅
井
勝
貴
【
大
東
第
四
分
団
】
渡
邊
裕
之
、

中
島
彪
流
、
袴
田
凌
太
、
中
谷
侑
司
、
青
野

智
文
【
大
東
第
五
分
団
】
伊
藤
颯
悟
【
大
須

賀
第
一
分
団
】
萩
原
大
輝
、
新
村
健
、
中
山

雄
太
、
栗
山
大
和
、
髙
橋
康
介
【
大
須
賀
第

二
分
団
】
春
田
省
悟
、
大
石
伊
織
、
土
屋
陽

平
、
岡
田
侑
己
、
村
松
怜
【
大
須
賀
第
三
分

団
】
大
場
崇
生
、
松
島
翔
太
【
大
須
賀
第
四

分
団
】
青
野
駿
斗
、
井
口
皓
平
、
久
保
野
耕

陽
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(

敬
称
略)

（
令
和
６
年
４
月
１
日
時
点
）

新
体
制
6
5
3
人
で
ス
タ
ー
ト

令
和
６
年
度
消
防
団
入
退
団
式
が
３
月
31

日
、
掛
川
市
文
化
会
館
シ
オ
ー
ネ
で
行
わ
れ

ま
し
た
。
令
和
６
年
度
よ
り
団
長
に
任
命
さ

れ
た
鈴
木
将
介
団
長
が
1
3
4
人
の
退
団
者

に
、
こ
れ
ま
で
の
消
防
団
活
動
に
対
す
る
感

謝
の
言
葉
を
か
け
た
ほ
か
新
入
団
員
70
人
に

消
防
団
活
動
の
心
構
え
な
ど
訓
示
・
激
励
し

ま
し
た
。

地
域
を
守
る
防
災
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト

消
防
団
の
活
動
は
、
火
災
だ
け
で
は
な

く
、
防
火
指
導
や
パ
ト
ロ
ー
ル
、
地
震
・
風

水
害
の
対
応
な
ど
多
岐
に
わ
た
り
ま
す
。

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震
で
は
消
防
団
員

の
活
動
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。

大
津
波
警
報
を
受
け
、
避
難
誘
導
を
し
た

り
、
倒
壊
家
屋
の
救
出
に
あ
た
る
な
ど
消
防

団
の
役
割
の
重
要
性
を
多
く
の
人
た
ち
が
再

認
識
し
た
と
思
い
ま
す
。

今
後
も
地
域
防
災
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
と

し
て
の
活
躍
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

実
践
に
強
い
消
防
団
を
目
指
す

令
和
６
年
度
も
、
実
災
害
に
強
い
消
防
団

と
し
て
い
く
た
め
、
よ
り
実
践
に
近
い
訓
練

を
行
っ
て
い
き
ま
す
。
近
年
で
は
、
火
災
だ

け
で
な
く
、
台
風
な
ど
に
よ
る
水
害
や
土
砂

災
害
も
多
く
、
ま
た
、
発
生
が
懸
念
さ
れ
て

い
る
大
規
模
地
震
に
よ
る
災
害
に
対
し
て

も
、
対
応
で
き
る
よ
う
消
防
団
を
強
化
し
て

い
き
ま
す
。

消
防
総
務
課
（
☎
21-

６
１
０
１
）

新
入
団
員
を
代
表
し
て
、
大
東
第
五
分
団

の
伊
藤
颯
悟
さ
ん
が
、
「
良
心
に
従
っ
て
誠

実
か
つ
公
平
に
消
防
の
任
務
を
遂
行
す
る
こ

と
を
厳
粛
に
誓
い
ま
す
」
と
力
強
く
宣
誓
を

し
ま
し
た
。

私
た
ち
が
住
む
地

域
の
た
め
に
で
き
る

こ
と
は
さ
ま
ざ
ま
で

す
。
大
切
な
人
、
大

好
き
な
地
元
を
守
る

た
め
、
消
防
団
に
入

団
し
ま
せ
ん
か
。

■ 掛川市職員賠償責任等審査委員会の概要
市職員の賠償責任に係る事案の審査を行うために置かれた、3人の弁護士で構成される委員会

■ 審査の経過
令和5年11月6日 ～ 令和6年2月14日までに計4回の審査が行われました。
諮問時に市長から「忖度なく、法的な見地から厳正な審査を」と依頼したことを受け、第2回以降は委員
のみによる審査とされました。

■ 答申内容
国家賠償法第1条第2項の規定による求償権は、公務員に故意または重大な過失があったときに、当該公
務員に対して行使することができるとされています。
裁判所の判決や事案全体を確認し、以下の2点の対応について「故意または重大な過失」の有無を審査し
た結果を答申いただきました。

①市有地を誤って売却したこと
平成30年3月に本件の売買契約を締結する際、当時の副市長、総務部長、管財課長は、当土地が売却でき
ない行政財産という認識はなく、かつ行政財産であると認識できなかったことについて、重大な過失が
あったとは言えない。
②誤って売却した市有地の買い戻しに時間がかかったこと
当土地が売却できない行政財産であることが判明した後、令和元年7月まで買い主に買い戻しの連絡をし
なかったことは、善後策の検討に時間を要したためであり、漫然と見過ごしたとは言えず、当時の副市
長、管財課長に重大な過失があったとまでは言えない。

家代の里地内市有地売却に係る損害賠償請求訴訟について、令和5年9月1日に判決が確定したことを受
け、売却に関係した職員に対する国家賠償法第1条第2項の規定による求償権の行使について、掛川市職員
賠償責任等審査委員会に諮問していましたが、令和6年3月28日に答申書が提出されました。

掛川市職員賠償責任等審査委員会の答申を受け、退職者を含めた当時の事務処理に携わった者への
求償は行わないことといたしました。
 本来、掛川市が適正に管理すべき市有地を市内不動産業者に誤って売却し、損害を与えたことに対
してお詫びの気持ちを表すため、ご迷惑をお掛けした不動産業者に私自身が赴き、謝罪をいたしました。
長期間にわたり、不動産業者にご迷惑をお掛けしましたこと、市民のみなさまの信頼を損ねたこと
を心から深くお詫び申し上げます。私としましては、不適切事務の再発防止の責務を有する現執行部
トップとして責任をとるため、令和 6 年 6 月市議会定例会において、市長、副市長の給与を減額する
条例案を提出する予定です。
 また、全職員に対しては改めて「不適切事務再発防止のためのアクションプラン」の周知徹底を図っ
たところです。
 全職員が今回の教訓を自分事としてとらえ、二度とこのような不適切な事務を起こさないよう、職
員一丸となって市民のみなさまの信頼回復に努めてまいります。
 
 令和 6年 3月 28日　掛川市長　久保田　崇

消
防
団
員
募
集
中

掛川市消防団
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家代の里地内市有地売却に係る
掛川市職員賠償責任等審査委員会の答申について

人事課（☎21-1366）問


